
  

 

 

 

 

第１１回園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会 
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日時：平成 17 年 10 月７日（金）午後１時 30 分から 

場所：日吉町 町民センター 大ホール 

 



 

第１１回園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会 会議録 

 

開催日時 

平成１７年１０月７日(金) 

午後１時３０分から 午後２時４５分まで 

開催場所 日吉町 町民センター 大ホール 

議長氏名 野中 一二三 会長 

出席者氏名 別紙「出席者名簿」のとおり 

欠席者氏名 新田 一郎 委員 

事務局氏名 別紙「事務局名簿」のとおり 

会議録署名委員  谷  幸  委員 、 中川 晃  委員 

公開・非公開の別 公 開 

傍聴人の人数 １１名（うち報道関係３名） 

 

会議事項 

 

 

別紙次第のとおり 

 

 

その他項目 

 

会議経過 別添のとおり 

議
 

事
 

会議資料 別添「資料」のとおり 

 



 

     出出出出    席席席席    者者者者    名名名名    簿簿簿簿        

    

＜ １号委員 ＞                ＜ ３号委員 ＞ 

野中 一二三 会長               上野 嘉雄  委員 

岸上 吉治  副会長              滝村 尚史  委員 

仲村 脩   副会長              前田 三子  委員 

 中島 三夫  副会長              田中 博   委員 

 奥村 善晴  委員               牧野 修   委員 

 廣瀬 傳次  委員               川勝 儀昭  委員 

浅野 敏昭  委員               谷  幸   委員 

 箱田 博治  委員               中川 晃   委員 

               福嶋 利夫  委員 

                        齊藤 進   委員 

 ＜ ２号委員 ＞                藤岡 裕英  委員 

 中川 圭一  委員               藤林 芳朗  委員 

高橋 芳治  委員               湯浅 滿男  委員 

 井尻 治   委員               吉田 紀子  委員 

 柿迫 義昭  委員               吉川 元治  委員 

村田 憲一  委員               上原 正義  委員 

見 徳寛  委員               大牧 義夫  委員 

吉田 繁治  委員               佐々木 智康 委員 

長野 弘   委員               中西 多嘉子 委員 

谷  義治  委員               末武 徹   委員 

中川 幸朗  委員               井上 忠司  委員 

出野 敏   委員                

 古屋 正雄  委員               ＜ 学識経験者 ＞ 

芳賀 徹   委員 

佐藤 博一  委員 

 



 

    事事事事    務務務務    局局局局    名名名名    簿簿簿簿     

事務局長 奥村 善晴 

事務局次長事務調整班班長 山脇 惠次 

参事 峯松 裕之 

参事補佐 村上  章 

総合調整班班長 伊藤 泰行 

実施計画班班長 永口 茂治 

組織･人事班班長 大野 光博 

 組織･人事班 塩貝 潔子 

 実施計画班 国府 諭史朗 

 事務調整班     吉田  惠 

 総合調整班 市原  丞 

 実施計画班     野々口 智司 

 事務調整班 八木 正司 

 総合調整班     塩内 公博 

 組織･人事班     福井  修 

 

    専専専専    門門門門    部部部部    会会会会    長長長長    名名名名    簿簿簿簿        

総務部会 松田 清孝 

議会部会 木村 清司 

税務部会  橋本 早百合 

企画部会 西村 良平 

住民部会 栃下 辰夫 

保健福祉部会 

福祉事務所開設準備部会 

山内 晴貴 

教育部会 川邊 清史 

建設部会 西岡 克己 

産業経済部会 神田  衛 

上下水道部会 井上 修男 



 

第１１回 園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会 会議経過 

 

 

≪ 事務局 ≫ 

定刻となりましたので、始めをさせて頂きます。本日は委員各位におかれましては、何かとご

多用にもかかわりませず、また午後からは少し雨が落ちて参りまして、足元の悪い中、第１１回

園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会にご出席賜りまして、誠にありがとうございます。

本日の進行を務めさせて頂きます、事務局次長の山脇でございます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

最初に、お配りを致しております資料のご確認をさせて頂きます。まず、本日の「第１１回園

部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会」資料につきましては、過日それぞれのお手元までご

送付させて頂いておりますので、ご確認を賜りますようお願いを申し上げます。 

なお、本日ご協議頂きます市章に関します資料につきましては、当日配布とさせて頂いており

ますので、あわせてご確認をお願い申し上げます。 

次に、本日の協議会につきましては、協議会資料の表紙の裏に「次第」を付けさせて頂いてお

りますが、議事と致しましては、（１）報告事項６件、（２）協議事項１件、（３）その他２件と

致しまして、ご協議をお願い致すべく予定をさせて頂いておりますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

それでは野中会長、よろしくお願い申し上げます。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

 大変お忙しい皆さん、お集まりを頂きましたことに、まずお礼を申し上げたいと存じます。合

併協議会も、いよいよ来年１月１日まで８０日を切るという状態になってきたと思います。何は

ともあれ、協議会委員の各位の皆さんの熱心なご討議を頂く中で、一定整えができましたことに

我々お礼を申し上げますと同時に、残されました８０日足らずでございますが、皆さんと共によ

りよい状態を作り出して行くために、最善の努力をしていかなくてはならないというふうに思っ

ております。本日はそれぞれ協議をお願いをし、ご報告をしなくてはならない問題等、今事務局

から申し上げました対応を致しておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

本日の会議には、新田一郎（にったいちろう）委員より、他の公務のため欠席届が出されてお

ります。本日の会議につきましては、協議会委員４２名中４１名のご出席を頂いており、協議会

規約第１０条の第１項「会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことが出来ない。」と

の規定を超えておりますので、本日の会議が成立していることをご報告させて頂きます。 

本日の傍聴人の定員は、５０人と定めます。なお、報道関係者については、申し出のあった方

について認めておりますので、ご了承頂きたいと存じます。 

それでは、ただいまより第１１回園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会を開会致します。

本日の会議の議事録署名人２名を指名させて頂きます。議事録署名人に、谷幸（たにみゆき）委

員、中川晃（なかがわあきら）委員にお願いを致します。 



 

 

≪ 野中会長 ≫ 

それでは、これより議事に入ります。議事は、次第に従い順次進めを致します。 

なお、報告第１９号以下５件につきましては報告事項であり、説明のみにとどめさせて頂きま

すので、事前にご了解をお願い申し上げておきます。 

まず、報告第１９号「事務調整結果について」を議題として、事務局から説明を致させます。 

 

≪ 事務局 ≫ 

報告報告報告報告第第第第１９１９１９１９号号号号：：：：    事務調整結果事務調整結果事務調整結果事務調整結果についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】    

 それでは、報告第１９号、事務調整結果につきまして、ご報告を申し上げます。お手元に配布

をさせて頂いております報告第１９号資料を、よろしくお願い申し上げます。 

 合併協定項目の調整・整理につきましては、合併の方式に関することなど、基本的協定項目５

項目、「議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること」など、合併特例法に規定されておりま

す項目４項目、その他必要協定項目４１項目、あわせまして５０項目として進めをさせて頂き、

これを細分化致しまして、総計１,３７４項目につきまして、担当係長等を中心と致しました２

６の分科会と、課長職等を主体と致します１０の専門部会で整理を致し、合併協議会の５つの小

委員会にご提起を致して参りました。 

そして、各小委員会でご確認を頂きました「合併協定項目の調整方針」、すなわち、１つには

「住民福祉向上の原則」、２つ目に「負担公平の原則」、３つ目に「健全な財政運営の原則」、

４つ目と致しまして「行政改革推進及び適正規模準拠の原則」、そして最後に「一体性の確保の

原則」、この５つのことを基本として頂きつつ、各小委員会決定を賜り、都度、ご開催を頂いて

参りました合併協議会に、各小委員会委員長よりあらゆる角度からご検討頂きました事柄をも含

めましてご報告を頂き、協議会決定を賜ってきました。そして、本年平成１７年３月１３日、「合

併協定書」のご調印を賜ったところでございます。 

このご決定を賜りました「協定項目」につきましては、項目ごとに新市の行政事務を進める方

向を定めて頂いております。そうした方向決定を頂いております項目につきまして、南丹市発足

時に役所業務、実務運用に遺漏がないよう、また住民各位にご迷惑をかけることのないよう、細

部にわたりまして、各分科会が４９６回、及び各専門部会で１７８回の、あわせて６７４回にわ

たりまして、部会・分科会のメンバー１４０名を中心と致し、各町の各部署担当職員も一丸とな

って、新市のあるべき姿を念頭に、１,３７４項目の協定項目につきまして、新市発足のための

準備として事務や制度の調整を行い、助役会に提案し、ご確認頂いて参りました。その過程で町

長会にお諮り致し、ご決定を頂いた項目もございます。これら「事務事業調書」につきましては、

今日まで整理を致して参りまして、１,３７４項目が１,４０８項目となっておるところでござい

ますが、全項目にかかります「事務事業調書」につきましては、一括して次回開催の合併協議会

で提出をさせて頂きたく存じておりますので、ご了承を賜りますようお願いを申し上げます。 



 

お手元にご配布致しております事務事業調書につきましては、合併協議会でご決定賜って参り

ました調整項目の中で、その後の状況により、助役会、また町長会で再度ご検討・ご確認・ご決

定を賜りました事項につきまして記載を致し、本日ご報告申し上げるものでございます。 

それでは、資料に基づき順にご説明申し上げます。まず、開いて頂きました１番目、左側に番

号を付しておりますが、番号１・合併協定項目１０「特別職等の身分の取扱いに関すること」と

しての調整項目１「常勤特別職の給料月額」につきましては、昨年７月２８日の第３回合併協議

会におきまして、調整結果に記載致しておりますようにご決定を頂いておりますが、本年１月２

６日の第８回合併協議会で各支所に参与を置くこととご決定を頂きました。その職務、任期、給

与等につきまして、本年８月２５日の町長会で、右側に記載を致しておりますとおりご決定を頂

きました。任期、給与、その他につきましては、その他の特別職の件を勘案を致し、４年以内、

月額６５０,０００円とされたところでございます。 

次に、番号２番、合併協定項目１６－１「各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関するこ

と」と致しましての、調整項目１、自主防災組織活動補助金につきましては、現在日吉町と美山

町で組織され、対応されておるところでございますが、昨年の１０月２０日の第６回合併協議会

におきまして、調整結果に記載致しておりますように、「一集落一団体として年間５,０００円

とする。」とご決定頂いておるところでございますが、複数の集落で構成される団体についての

取扱いと致しまして、その上限額を２０,０００円とすることを、助役会でご決定頂いたところ

でございます。 

次に、番号３でございます。合併協定項目１９－６「消防団の取扱い」と致しましての、調整

項目４「組織・分団数」につきましては、現在は、４町、４団、２１分団としてご活動頂いてお

りますが、昨年７月２８日の第３回合併協議会におきまして、調整結果に記載致しておりますよ

うに、「新市発足をもって１団に再編する。分団等の組織は、新たに作成する消防計画に基づき

調整する。」とご決定頂いておりますが、本年８月１１日開催された４町の団長会で、「南丹市消

防団１団とし、現在の４消防団は、各支団として活動する。」と、ご決定されたところでござい

ます。 

次に、番号４でございます。合併協定項目２１－１－⑨「バス交通対策の取扱い」と致しまし

ての調整項目１「町営バス」につきまして、昨年９月３０日の第５回合併協議会におきまして、

調整結果に記載致しておりますとおりご決定頂いておりますが、特に「（２）美山町から園部町

までの市営バスの運行について、合併後早期に運行する。」とご決定頂いておりますが、その後

美山町とされまして、「南丹市発足の１８年１月からの運行を」と強く提起をされたところでご

ざいます。本年８月２５日の町長会で、「現行の施設、人員等の中で、美山町から園部町までの

１８年１月からの運行に向けて手続きを進める。」ことに、ご決定されたところであります。現

在、担当部会等におきまして、詳細検討を致しておるところでございまして、特に現行の日吉町

営バス、園部町コミュニティバス、通称「ぐるりんバス」と申されておりますが、そうしたもの

との整合性を図りながら、所要の手続きを経て、１月運行開始となるよう進めを致しているとこ

ろでございます。なお、「南丹市全体としてバス運行のあり方について、早期にバス対策総合計

画を策定する。」と致しておるところでございます。 



 

次に、番号５番、合併協定項目１９－１６「各種社会福祉事業等の取扱い」と致しましての、

分類３「高齢者福祉関係」、調整項目５「町独自の事業」につきましてのうち、「はり・きゅう・

マッサージ施術に対する施術費助成」につきましては、園部町が独自で、園部町に居住され事業

を営まれている視覚障害者の施術所で、６５歳以上の方が施術を受けられた場合、１人１ヶ月１

回を限度として、２,０００円の助成を行われております制度でございますが、昨年１２月５日

の第７回合併協議会におきまして、調整結果に記載致しておりますとおり「廃止する。」とご決

定を頂いて参りましたが、本年３月１８日、社団法人京都府視覚障害者協会船井支部の三療部員

様より、園部町長宛、「事業存続の要望書」が提出されました。それに対しまして、園部町長よ

り、「合併により弱者切捨てとなることについては、少々問題がある。検討をされたい。」との指

示がございまして、担当部会で再度検討し、「園部町地域限定として、３年間の経過措置を設け

る。」として、助役会にお諮りを申し上げましたところ、「こうした事業については地域限定すべ

きでなく、南丹市全域として所要経費も含め検討せよ。」と指示があり、検討の上、再度助役会

にお諮りし、「全市域において、対象者・施術所・助成金等は、現行のとおりとして、３年間の

経過措置期間とする。」とのご決定・ご確認を頂き、本年８月２５日の町長会で、弱者の立場を

支える施策の継続発展をということで、「助役会確認のとおり」とご決定されたところでござい

ます。 

次に６、合併協定項目１４「使用料及び手数料等の取扱いに関すること」と致しましての、調

整項目１「公益施設分担金」につきましては、都市計画と関わって、教育施設・行政施設・清掃

施設等、各種施設の分担金に対応するものとして、住宅開発業者が開発する際に、園部町が開発

指導要綱に基づき徴収されておりました。昨年９月３０日の第５回合併協議会におきまして、「新

市移行時に、調整し統一を図る。」とご決定を頂いておりますが、国の指導により「開発者に過

度の負担を与えないように」との通知もございまして、再度検討致し、本年８月２５日の町長会

にお諮り致しましたところ、右側に記載致しておりますように、「新市においては徴収しない。」

とご決定を頂いたところでございます。 

以上でございますが、これら「事務事業調書」につきましては、前段も申し上げましたが、全

項目にかかります「事務事業調書」につきましては、次回の合併協議会で提出をさせて頂きます

ことを申し上げさせて頂き、報告第１９号「事務調整結果について」のご報告とさせて頂きます。 

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

それでは、報告第１９号は以上のとおりでございます。 

次に、報告第２０号「南丹市組織機構について」を議題として、事務局から説明を致させます。 

 

≪ 事務局 ≫ 

報告報告報告報告第第第第２０２０２０２０号号号号：：：：    南丹市組織機構南丹市組織機構南丹市組織機構南丹市組織機構についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】 

 それでは、報告第２０号「南丹市組織機構について」、ご説明させて頂きます。資料の方、８・

９ページをお開き願います。南丹市の組織機構につきましては、既にご承知のとおり、本年１月



 

開催の第８回合併協議会におきまして、市民が親しみやすく、利用しやすく、市民の声を適正に

反映することができるよう、新市における組織機構の整備方針についてご決定頂きました。本庁

に部制をしき、総務・福祉・事業の３つの部門を課で細分化致しました。また、教育委員会をは

じめとする他の行政機関も、本庁に配置することも確認頂いたところございます。４月に入りま

してから合併準備局をスタートして、現行行政サービス体制の再点検を行う中で、新市における

行政機構として、専門性・効率性・信頼性の高い行政システム構築のために若干の見直しを含め

て、今日まで専門部会・助役会等を中心に検討を進めて参りました。本日お示しさせて頂きまし

た組織機構につきましては、去る８月２５日の町長・助役会におきまして、最終ご確認を頂きま

した。 

特に、第８回の合併協議会でお示しさせて頂きました内容から大きく変更致しました点につい

て、ご報告をさせて頂きます。 

 まず、本庁関係では、合併時における様々な諸課題ならびに合併後の総合調整を行うため、総

務部に合併調整室を新たに設置を致しました。次に、市では新たに生活保護業務を含めた関連業

務が京都府から移管されるため、専門職員による専門の事務所を設け、総合的な社会福祉行政機

関としての機能が図れるよう、福祉事務所を福祉部から分離を致しました。次に、上下水道業務

についてですが、特に水道は電気・ガスと同じく住民生活におけるライフラインであり、本庁・

支所、一体的な行政サービスが必要であり、事業部から分離をして、水道事業所を新たに設置致

しました。なお、事業所の事務所は八木支所に置くこととし、八木支所以外にも、担当職員を常

備配置する予定であります。次に都市計画関係業務についてですが、新市建設計画にも掲げられ

ていますように、将来の都市像として、地域の核となる中心市街地の活性化施策を図る上でも、

都市計画課を設置を致しました。 

 次は、もう１枚つけています南丹市組織機構図ＮＯ.２をお開き願います。各支所は地域住民

に最も身近な行政拠点として、また日常性の高い行政サービスを行うと共に、住民参加やまちづ

くりを推進する体制として、できるかぎり従来の機構を継続する意味で、地域振興を中心に対応

する地域総務課、住民窓口・保健福祉を対応する健康福祉課、農林商工を対応する産業振興課、

土木建設・住宅等を対応する建設課をそれぞれ設けております。そして、それらを総合管理・監

督するため、昨年来からご確認を頂いておりますように、各支所に特別職の参与を支所長兼務で

設けさせて頂きました。なお、参与の職務等につきましては、次の「南丹市参与の設置について」

の報告の方で詳しく述べさせて頂きます。次に、教育関係についてですが、当初支所においては、

教育分室と致しておりましたが、特に学校教育等につきましては、基本的にどの学校も同じ環境

の下で教育を行わなければならない点からも、方針・施策等を一体的に進めることを考慮して、

支所は教育振興係の係のみと致しました。なお、細い線で囲んでおります係の名称につきまして

は、やはり住民の方々は、業務の所管では判断は難しいと、そうした点で係の名前で判断される

場合が多いと思いますので、できるかぎり住民の方にわかりやすく、親しみやすい名称にと検討

をして参りました。 

 次に、職員の配置人数についてですが、このことは昨年の協議会からも大変関心を持って頂き、

いろいろ議論を頂いたところです。合併協議会が発足当時は、各町で４９４名の職員が、本年３



 

月での退職また今後退職予定の関係からも、現在把握している人数は、資料で示しておりますと

おり４６２人となっております。この４６２人を本庁・支所にそれぞれ配置をしなければならな

いわけですが、支所７割・本庁３割の件もございましたので、４町からそれぞれ新市発足後の適

正人数の希望も伺う中で、先ほど来報告致しましたとおり、組織機構の見直しによる修正、現在

の本庁・支所の配置人数は、本庁で市長部局、他の行政機関をあわせまして１７９名、支所にお

いては、今日の各町の地域性、また保育所や幼稚園などの設置状況の違いから、一律配置になら

ない関係から、表記のとおり園部支所は８８名、八木支所は７８名、日吉支所は５２名、美山支

所は６５名、支所合計で２８３名となっています。こうした状況の中で、職員減による住民サー

ビスの低下や行政事務移行の停滞を招いてはならないため、また近年どの町におきましても、職

員採用が実施されていないため、年齢層における大幅な空白が生じているなど、人員構成の面で

も課題が生じております。今回、南丹市の新規職員採用試験も実施すべく、現在進めております。

なお試験は、今月１６日に園部国際交流会館で行う予定であります。 

今後は、この組織機構を基本に行政サービスを行う上で混乱が生じないよう、本庁・支所で行

う業務の具体化に向け、専門部会を中心に検討を進めて参る予定でございます。 

以上、報告第２０号「南丹市組織機構について」の報告と致します。以上でございます。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

 報告第２０号は、以上のとおりであります。 

次に、報告第２１号「南丹市参与の設置について」を議題として事務局から説明を致させます。 

 
≪ 事務局 ≫ 
報告第報告第報告第報告第２１２１２１２１号号号号：：：：    南丹市参与南丹市参与南丹市参与南丹市参与のののの設置設置設置設置についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】    

 それでは、報告第２１号「南丹市参与の設置について」、ご説明をさせて頂きます。資料の方、

１１ページをお開き願います。南丹市参与の設置につきましては、昨年の新市建設計画策定小委

員会及び総務・企画・議会小委員会におきまして、「新市の事務所の位置に関すること」ならび

に組織機構のところで様々な意見と議論を頂き、最終各支所に特別職としての参与を置くことは、

第８回合併協議会で確認を頂いたところです。この件につきましても、４月に入りましてから、

参与の権限等について助役会を中心にご検討を頂き、去る８月２５日開催の町長・助役会におい

て最終確認を頂きました。まず、設置目的は、小委員会でもご意見を賜りましたとおり、４町対

等による「ゆるやかな合併」を基本と致しておりますので、合併時における行政課題への的確な

対応や、住民不安を解消する役目を重点と致しております。 

 次に、参与の職務についてでございますが、資料にも掲げていますとおり、各旧町域の地域振

興に関する調整、市長への直接的な意見具申ができるように、また市長と地域住民とのパイプ役

や住民の相談役、そして４町の公平性を確保するためにも、旧町の積み残し事業の整理・調整も

主な職務として掲げております。 

 次に、参与の権限についてですが、１つは各支所区域における新市の助役と同等の権限を有し、

市長に代わって行政事務を専行させることです。詳細につきましては、規程を設けて明記をして



 

おります。２つ目は予算の関係ですが、支所にできる限り予算を計上し、一定の権限内で予算執

行ができる権限を与えることと致しております。この詳細につきましても、規程で明記をしてお

ります。 

最後に、参与の任命等についてですが、参与は各町の町長・助役等、特別職であった者の中か

ら１名ずつ選任し、１月１日に市長職務執行者が任命することと致しております。任期は先ほど

も言いましたように、４年以内とすることと致しております。 

以上、報告第２１号「南丹市参与の設置について」の報告と致します。以上でございます。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

 報告第２１号は、以上のとおりであります。 

次に、報告第２２号「南丹市の予算について」を議題とし、事務局から説明を致させます。 
 
≪ 事務局 ≫ 
報告第報告第報告第報告第２２２２２２２２号号号号：：：：    南丹市南丹市南丹市南丹市のののの予算予算予算予算についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】    

 報告第２２号「南丹市の予算について」、報告させて頂きます。資料につきましては、１３ペ

ージをよろしくお願いを致します。地方公共団体の翌年度の予算につきましては、その予算編成

方針を首長が定め、その編成方針により各自治体が予算編成を行うのが通例でございますが、南

丹市発足が年度途中であり、通常の発表時期より早期に通知することが必要になったこと、また、

南丹市の職務執行者につきましても未決定の時期の発表となり、４町長の連名で各町の所属長宛

に平成１７年度・１８年度予算編成方針が通知されましたので、本日報告させて頂くものでござ

います。内容につきましては、４町合併の経過、新市建設計画の内容、今後の南丹市の財政状況、

１７年度予算は３ヶ月の予算となり、基本的には各町予算残部分の持ち寄りになること、また１

８年度予算につきましては、市長・市議会議員選挙の関係から、骨格予算となる予定でございま

す。なお予算の内容につきましては、現在各部会・分科会を中心に、平成１７年度・平成１８年

度共に要求作業中であり、１０月中旬及び１０月下旬をめどに提出頂くこととして事務を進めて

おります。 

 以上により、南丹市の予算についての報告とさせて頂きます。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

報告第２２号は、以上のとおりであります。 
次に、報告第２３号「庁舎改築について」を議題として、事務局から説明を致させます。 

 
≪ 事務局 ≫ 
報告第報告第報告第報告第２３２３２３２３号号号号：：：：    庁舎改築庁舎改築庁舎改築庁舎改築についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】    

それでは、報告第２３号、南丹市本庁舎ならびに園部支所にかかります庁舎改築につきまして、

現在までの進捗状況をご報告致します。 
 合併協定項目４「新市の事務所の位置に関すること」におきまして、「新市の事務所の位置は



 

園部町小桜町４７番地に置く。園部・八木・日吉・美山の各町に支所を置く。（概ね１０年が望

ましい。）」と決定され、３月１３日に合併協定書の調印式が行われました。 
 そのことを受けまして、南丹市本庁舎として使用する現園部町役場等の庁舎改築の計画を行い、

園部町を代表町として総額４億５千万円あまりの庁舎改築予算を園部町議会に提案し、他３町は

１億円の負担にかかる予算を各町議会に提案を頂きました。 
 その後、現園部町役場１号棟・２号棟ならびに現園部体育館を、南丹市本庁舎ならびに園部支

所とするための改築工事設計書の作成を行い、１６ページに記載を致しておりますとおり、南丹

市庁舎改築その１工事・その２工事の２工区として現在工事を進めている状況でありますので、

お目通しを頂きたいと思います。また次のページには、庁舎の配置図として、１号庁舎・２号庁

舎・３号庁舎の図面を添付致しておりますので、お目通しを頂きたいと思います。両工事とも工

事進捗は予定通り進んでおり、１１月末にはほとんどの工事が完了し、期限の１２月１０日には

引き渡しができる予定で進んでおります。 
今後、工事の進捗にともないまして、１月１日の南丹市誕生に向けて、事務備品の搬入、ＩＰ

電話の設置、システム機器等の設置を進めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願いを

致します。 
 以上、報告第２３号「庁舎改築について」の進捗状況の報告と致します。以上です。 
 
≪ 野中会長 ≫ 

報告第２３号は以上のとおりであります。 
次に、報告第２４号「今後のすすめ（スケジュール）について」を議題とし、事務局から報告

を致させます。 
 
≪ 事務局 ≫ 
報報報報告第告第告第告第２４２４２４２４号号号号：：：：    今後今後今後今後のすすめのすすめのすすめのすすめ（（（（スケジュースケジュースケジュースケジュールルルル））））についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】    

 それでは、報告第２４号「今後のすすめ（スケジュール）について」を報告させて頂きます。

資料は、３２ページをお願い致します。 
南丹市発足までには今後も様々な準備が必要となって参りますが、合併協議会委員各位にお見

知りおきを頂きたい項目として、９点を挙げさせて頂いております。１と致しまして、地方自治

法施行令に定められております市長職務執行者、及び南丹市参与設置条例によります参与の内定、

２と致しまして、４町職員の南丹市における内示、３と致しまして『南丹市くらしのあんない版』

の４町全戸配布、以上の３点を１１月上旬に、次に４と致しまして、暫定的な特別職の内定を１

１月の中旬に、５と致しまして、第１２回合併協議会を１１月の下旬に、６と致しまして、本庁・

支所間の備品等の移転作業を１２月の中旬から、７と致しまして、南丹市の発足日であります平

成１８年１月１日に開市式を、８と致しまして、南丹市本庁・支所それぞれ業務開始式を１８年

１月４日に、９と致しまして、公職選挙法に定められました市長・市議会議員選挙を合併後５０

日以内に行う必要があること、以上９項目として報告させて頂きます。 
 



 

 
≪ 野中会長 ≫ 
 報告第２４号は、以上のとおりであります。報告事項につきましては、各委員におかれまして

は、よろしくご理解をお願いを致します。 
 
≪ 野中会長 ≫ 

次に、協議事項に移らせて頂きます。協議第１３５号「『南丹市』市章選定について」を議題

とし、ここで「南丹市」市章選定委員会の委員長と副委員長にご出席を頂きます。暫時休憩を致

します。 
 
――――――休   憩―――――― 
 
≪ 野中会長 ≫ 
休憩前に戻り、会議を再開致します。委員長ならびに副委員長の紹介、及び協議第１３５号「『南

丹市』市章選定について」、事務局より説明致させます。 

 
≪ 事務局 ≫ 
協議第協議第協議第協議第１３５１３５１３５１３５号号号号：：：：    「「「「南丹市南丹市南丹市南丹市」」」」市章選定市章選定市章選定市章選定についてについてについてについて【【【【説明説明説明説明】】】】 
 それでは、協議第１３５号「『南丹市』市章選定について」でございます。はじめに本日出席

を頂いております、「南丹市」市章選定委員会、芳賀委員長ならびに佐藤副委員長のご紹介をさ

せて頂きます。 
「南丹市」市章選定委員会の委員につきましては、各町からの選出協議会委員各２名ならびに

協議会長が委嘱する学識経験者２名、計１０名によって構成をされておりますが、４町からは選

出委員として各２名計８名を選出頂き、３６ページに添付致しておりますとおり、第１０回合併

協議会におきまして、ご報告をさせて頂いております。 
その後、学識経験者としての２名につきましては、奥村事務局長を中心に事務局内で選考し、

協議会会長から委嘱させて頂きました。 
それでは、委員長・副委員長の紹介をさせて頂きます。はじめに、芳賀徹委員長につきまして

は、京都造形芸術大学におきまして芸術表現・アートプロデュース学科教授であり、京都造形芸

術大学学長の職を務めて頂いておりますし、専門的な見地から多方面な活躍を頂いております。

また、佐藤博一副委員長につきましては、同大学におきまして情報デザイン学科教授として務め

を頂いております。芳賀学長ならびに佐藤教授につきましては、「南丹市」市章選定委員会の委

員として委嘱させて頂き、第１回「南丹市」市章選定委員会におきまして、事務局より専門的な

見地から助言を頂く中で、市章選定につきましては、中心的な役割を担って頂くために、委員長

に芳賀徹学長を、副委員長に佐藤博一教授をとの提案をさせて頂き、委員全員の同意を頂いたと

ころであります。 
それでは、芳賀委員長から、ひとことご挨拶を頂きたいと思います。芳賀委員長よろしくお願



 

い致します。 
 
≪ 芳賀委員長 ≫ 
 ただいまご紹介頂きました、京都造形芸術大学の学長をしております、芳賀でございます。こ

のたび、この南丹市、新しく発足する南丹市の市章の選定委員をお引き受け致しまして、皆様と

お付き合いをしながら何回か委員会を開き、非常に活発に熱心に委員の方々もご発言頂き、よう

やく決めることができました。これにつきましては、私のそばにおります佐藤博一教授も大変熱

心に、佐藤さんはデザインの専門家で、プロフェッショナルでありまして、多方面に活躍してお

りますので、その見識をフルに活用して非常に力強い助けを頂きました。今日最終の決定発表と

いうことになるわけですが、どうぞ皆様ご賛同下さいますように期待しております。ありがとう

ございます。 
 
≪ 事務局 ≫ 

それでは、市章選定にかかります経過につきまして、簡単に報告致します。３４ページをお開

き下さい。日付順に箇条書きで表示を致しておりますが、昨年５月２６日の第３回総務・企画・

議会小委員会におきまして、市章募集要項に基づき公募をすることを決定頂き、３５ページに添

付を致しております新市の市章デザイン募集要項を、今年１月２６日の第８回合併協議会におき

まして協議会決定を頂いております。 
その後、表示を致しております日程によりまして、３６ページから３８ページまで添付を致し

ております資料のとおり、市章候補作品の募集ならびに「南丹市」市章選定委員会の開催を頂き、

第３回市章選定委員会では、本日お手元に配布致しました資料のとおり、第１次選考から第３次

選考により、応募総数７９９作品から５作品まで選定頂きました。その作品の中から、最優秀賞

１作品ならびに優秀賞４作品の選定を頂きました。なお、最優秀賞作品、これが市章採用作品と

なるわけですが、この決定につきましては、専門的な知識・見地によりまして、第３次選考で５

作品を選考頂きました芳賀委員長ならびに佐藤副委員長から市章採用作品とした理由を含めま

して発表頂き、その後、発表頂きました市章採用作品につきまして、出席の市章選定委員、町長、

議長、全員の同意を頂く中で決定を頂きました。なお、市章採用作品につきましては、将来にわ

たって市章として使用していくこととなりましたので、京都造形芸術大学情報デザイン研究セン

ターに委託を行い、市章デジタルデータ、マニュアルでございます、の作成を行っております。 
以上、市章選定に至る経過を簡単に報告致しましたが、市章採用作品「最優秀賞」１点ならび

に優秀賞４点の発表につきましては、芳賀委員長から最初に受付番号順に５作品の講評を頂き、

その後、決定致しました市章採用作品につきまして、採用した理由を含めまして発表頂きますの

で、よろしくお願いを致します。それでは、芳賀委員長よろしくお願いします。 
 

≪ 事務局 ≫ 

（ 事務局、プロジェクターにて各作品を投影する ） 

 



 

 
≪ 芳賀委員長 ≫ 
 今、こちらの隅のスクリーンに映っておりますのが、優秀作品として７９９点の中から選ばれ

た５作品でございます。７９９点というのは非常に数の多い応募であったというふうに思います。

それからやはり、応募者の方々の中には、地元の園部町、八木町、日吉町、美山町それぞれから

の応募が一番多かったのですが、それがだいたい半分近くで、あとの半分は日本全国から応募が

ありました。北は北海道から、南は沖縄はありませんでしたが熊本・鹿児島県からも応募があり

まして、私などはちょっと驚きました。それだけ広範の地域から応募があったということ。そし

て、７９９点につきましては、選考委員会の我々２人の他に、８名の方がこの選考委員になられ

ましたが、順次選んできまして、大変面白い選考の過程でありましたが、一種の投票をやりまし

て、だんだん絞っていきました。なにしろ、約８００の中から５０、２０、１０、５、１と選ん

でいくので、なかなか最終決定は難しゅうございました。 
最後に残りました５点がここに映っておりますものであります。お手元に、この紙は皆さんの

ところにいっておりますか。一番上の左手にありますのが、１０番のものでありまして、これは

ご覧になってわかりますように、南丹（NANTAN）の「N」の字をモチーフにしておりまして、

それをうまくラッパのように曲げて、その真ん中に丹を表す赤い玉、仁丹の丹ですね、それを配

置してあります。これもなかなか勢いがあって、上に伸び下に広がりという感じで、いいデザイ

ンであったと思っております。 
それからその次、８３番。そうですね、一般的にどういうわけだか、今回赤丸が入っている模

様がとても多かった。ここには、５点選ばれた中では３つだけが赤丸を含んでおりますが、他に

もたくさんございました。やはり南丹の丹ということを心になさっていたのか、それから４つの

町が集まって１つのハートを持とうと、そういう気持を表現したのかと思います。この８３番も、

その丹の赤いお日様と、濃い薄いの違いがある波型の緑の、木の葉のような、山のような、ある

いはお月様のような、水の流れの波のような、そういう模様が日の下に踊っているという感じで、

なかなか力動感があり、形がよく納まって整っていると、なかなかいい作品だと思いました。そ

れから、緑の濃いのと薄いのの取り合わせも具合よくできております。全体としてみると、山で

あり、波であり、月であり、お日様であり、しかも人が集まって、私の表現によりますと盆踊り

を踊っているようなそういう感じもする。上の方がお母さんで下の方が子どもと、そういう感じ

もいろいろと読めまして、大変面白い作品であると思いました。それからその次が、青一色で、

青紫一色で作られましたものでありまして、１５７番。今の８３番申し忘れましたが、ひらがな

の「な」の字を基本にしておりますね。ちょっとゆるやかに校正し直して「な」の字になってお

りました。 
それから１５７番の方は、一番最初のと同じように「N」の字を真ん中に入れて、それを基本

として、それを丸く囲んで作られております。これも８３番と同じように、４つ町が集まるとい

うことで４本が下の方から上に、上の方から下へと流れ込んで、そしておのずから「N」の字を

作っているという、なかなか洒落たマークでございます。そして色も１色ですっきりとしており

まして、なかなか悪くないなと思いました。 



 

３９４番、これも非常に簡単な図柄でありますが、意外に力強くて、一見明瞭、上がお月様、

太陽か、やはり南丹の「丹」であると思いますが、下に「N」の字をうまくあしらって、山にも

見えるし、丹波の間を流れていく川の流れの様でもあるし、人が手を挙げて踊っているという感

じでもありまして、これもいい模様だなというように思っておりました。私などは、これを非常

に気に入って、これを通そうかと密かに思っていたのですが、そうも行かなかったようでありま

す。色が今映っているのはちょっと薄くなっておりますが、下の赤い色が、赤というか、小豆色

をもっと赤くしたような、なかなかいい色でした。それから、もう少し赤みを帯びた月で、わか

りやすいし、いろいろなことをまねることが我々が容易にできるデザインだと思いました。 
最後に７０２番、これは一見明瞭、南丹の「N」の字と、それから丹後の「丹」という形を組

み合わせて作られておりまして、両方合わせていけば結局そういう形になろうかという、非常に

究極の線まで簡略化して「N」と「丹」を合わせればこうならざるを得ないという一種の必然性

を感じさせるという図柄であります。同じように赤い丸を配しておりまして、これみんな赤い丸

を使うのは同じ一人のデザインの人が、１人の応募者がこの赤丸をつけているのかなあと思いき

や、決してそうではなくて、いろんな人がこの赤丸を使っておりました。それが非常に興味の深

いところであります。ただし、これはこう見ておりますと、なんとなくどっかで見てるような、

どっかの電気器具かタクシーのマークですね、タクシーの屋根の上についているような、あれで

見たことがあるような気がしまして、弱いかなという気が私はしておりました。京丹波町の町章

がもうできておりますが、少し似ているところもあるということで、これは少し初めから．弱い

方かなと私は思っておりました。 
しかしこうやって見ますと、最後に７９９点の中から残されましたこの５点というのは、それ

ぞれに面白いし、それぞれにデザイナーが新しく発足する南丹市に寄せる期待、それから将来の

南丹市側からの趣旨・説明をよく心得て工夫して下さったと思っております。 
 最後に、結局最優秀賞として、ここの市章の選考委員会が推薦しますのは、最初から２つ目の

８３番のものであります。５つを並べてみますと、やはり一番新しくて、斬新で他の市町村をい

ろいろ調べて頂きましたが、それと重なるところの一番少ないものでした。これは他の市町村だ

けではなくて、いろんな企業ですね、百貨店から酒屋さんから広告会社から、新聞会社から、タ

クシー会社から、放送局から、郵便局から、いろんなところを調査して頂きましたから、これと

似たものが一番少ない、しかもさっきも言いましたように、力動感、ダイナミックなところと、

それから優しいところと両方がありまして、改めて見ますと非常によくできたデザインであると

思っております。波であり山であり、そして、左側の下にある濃い半円が三日月のようでもあり、

それがお日様と合わさっている。高くなりゆるやかにうねって上に向って跳ねる、親子がそろっ

て盆踊りをしている、川で泳いでいる、あるいは体操をしているというようにも見えまして、そ

うやっていろいろと読みを施していきますと、いろいろな解釈ができて、どれもプラスのイメー

ジが強いものであってやっぱりいいだろうと、委員会ではこれを最優秀の市章候補とした次第で

ございます。これのデザインなんかにつきましては、私はちょっと忘れてしまいました、大阪の

人でしたか。私たちは、これを選ぶときは、誰が応募しているかというのはほとんど見ないで、

絵柄の方だけ見てきましたので、どこの誰であるかというと住所は知らずに選んでおりました。



 

その点は、大変公平であったと思います。 
この市章が今日この協議会で決定されるわけですね。これが決定されれば、誠に南丹市の将来

にとっておめでたいことであると思いまして、お喜び申し上げます。以上でございます。詳しい

ことにつきましては、こちらにデザインのプロフェッショナルがおりますので、佐藤さんに続け

てもらいます。 
 
≪ 佐藤副委員長 ≫ 
 私が言うべきことも、ほとんど芳賀委員長がおっしゃってしまいましたので、あまり補足すべ

きことというのはないんですけれども、こういった市章・マークを選定する場合に最も重要なと

ころは、まず、いろんな使われ方がされますので、それに適応される形態を持っているかどうか、

非常に大きな問題です。そして、図形、いわゆるマークといっても、円とか有機的な曲線であっ

たり、幾何形体を基にした図形であることには違いないのですけれども、それがマーク・市章と

いわれるためには、どれだけの象徴的な要素が入っているのか、その象徴的な要素ができるだけ

いい印象で、多様性に富んだものであればあるほど、意味合いというのはやはり深くなって参り

ます。そういった意味で、５点の第３次選考の結果、選ばれました５点の作品というのは、それ

ぞれに象徴的な意味合いが込められているわけですけれども中でも、この８３番の図柄が最も

様々な見え方ができて、とても温かな感じもあって、普遍性に富んでいるのではないか、他の４

作品というのは、やはりどこかに類似性をもったマークが存在していました、ところがこの８３

番に関しましては、全国の自治体のマークを調査して頂いた結果、ほとんど似た形態が見つから

なかったということもございまして、今後新しい南丹市の市章として相応しいのではないかとい

う点で、１点決定させて頂いたような次第です。以上でございます。 
 

≪ 野中会長 ≫ 
芳賀先生なり佐藤先生をはじめ、各町から出て頂きました議会から選出の委員さん４名と、町

の学識経験を有する委員の方々４名、合計１０名の皆さんで市章の選定委員会を開催を頂き、今

芳賀先生なり佐藤先生からご報告を頂きましたように、８３番が最も適しているんじゃないかと

いうような経過をご報告を頂きました。一定の説明が終わりましたので、協議第１３５号につい

て、ご意見なりご質問等ございましたら、お伺いを致したいと思いますが。ご意見・ご質問ござ

いませんか。 
 

≪ 委員 ≫ 

（ 「なし」の声 ） 

 

≪ 野中会長 ≫ 

それではお諮りを致します。協議第１３５号を提案どおり決定することに、賛成の方の挙手を

お願いを致します。 
 



 

≪ 事務局 ≫ 

〔 事務局確認 〕 （挙手）全員であります。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

挙手全員であります。よって協議第１３５号は、協議会決定とされました。 
ここで、最優秀賞ならびに優秀賞の作品を応募頂きました方々を発表させて頂きます。事務局

より資料配布を致します。 
 

≪ 事務局 ≫ 

（ 事務局、資料配布 ） 

 
≪ 野中会長 ≫ 

それでは発表致します。 
最優秀賞は、作品番号８３番：大阪府和泉市、深川重一（ふかがわしげかず）様。 
優秀賞は、作品番号１０番：京都市山科区、太田仁（おおたひとし）様。 
同じく作品番号１５７番：船井郡日吉町、寺田初美（てらだはつみ）様。 
同じく作品番号３９４番：岩手県盛岡市、鈴木久（すずきひさし）様。 
同じく作品番号７０２番：東京都江東区、立志哲洋（たてしてつひろ）様。以上でございます。 
芳賀委員長、佐藤副委員長におかれましては、大変お忙しい中、選定に大変なご尽力を頂きま

した。また本日は、遠路わざわざお越し頂きましたことにお礼を申し上げまして、お２人にはこ

こでご退場を頂きますので、皆さん拍手で持ってお送り頂きたいと思います。どうもありがとう

ございました。 
 
≪ 芳賀委員長・佐藤副委員長 ≫ 

（ 芳賀委員長・佐藤副委員長、退場 ） 

 
≪ 野中会長 ≫ 

それでは、会議を再開致します。以上をもちまして、本日の協議事項は議了頂きました。 
続きまして、（３）その他を議題とし、本日の第１１回合併協議会の会議録について、事務局

より説明を致させます。 
 
≪ 事務局 ≫ 
〖事務局……第１１合併協議会会議録 説明〗 

本日の第１１回合併協議会の会議録につきましては、合併協議会・会議運営申し合わせ事項の

３「会議録等の公開」にもとづきまして、次回の協議会で承認を頂いた後、公開することとなり

ますが、前回の第１０回合併協議会会議録と同じく、本日の会議録につきましては、会長からご

指名のありました会議録署名委員の署名ならびに協議会会長の署名が終わりました後に、次回の



 

協議会開催を待たずに公開をさせて頂きたく考えておりますので、ご了解の程を頂きますようよ

ろしくお願い致します。 

以上でございます。 
 
≪ 野中会長 ≫ 
ただいま事務局より提案致しました。この事務局提案のとおりに致したいと思いますが、ご異

議ございませんか。 
 
≪ 委員 ≫ 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

≪ 野中会長 ≫ 

ご異議がなしという声を頂きましたので、事務局提案どおり進めを致したいと存じます。 

次に、次回の第１２回合併協議会日程について、事務局から説明を致させます。 
 

≪ 事務局 ≫ 

 次回、第１２回合併協議会の日程及び議題について提案させて頂きます。次回の開催日につき

ましては、平成１７年１１月２１日（月）午後３時から、場所につきましては園部国際交流会館

にての開催をお願いを致したいと存じます。なお、議題につきましては、平成１７年度合併協議

会中間決算認定について、もう１つは、合併協議会の廃止議案について、その他を予定を致して

おります。なお、次回の協議会を持って最終協議会の予定と致しておりますので、よろしくお願

い致します。 

 以上でございます。 

 

≪ 野中会長 ≫ 

ただいま事務局も説明を致しましたが、次回については１１月２１日（月）園部国際交流会館

において３時からということでございますが、ご異議ございませんか。 
 

≪ 委員 ≫ 

（ 「異議なし」の声 ） 

 
≪ 野中会長 ≫ 
ご異議がないようでございますので、そのように確定を致します。 
その他、この際何かご意見等ございましたら、お伺いを致したいと思いますが。ないようでご

ざいましたら、これをもって会議を閉じたいと思いますが。 

 

≪ 委員 ≫ 



 

（ 「なし」の声 ） 

 
≪ 野中会長 ≫ 

本日は、大変お忙しい中、誠にありがとうございました。第１１回園部町・八木町・日吉町・

美山町合併協議会を閉じるにあたりまして、仲村副会長より閉会のご挨拶を申し上げます。 
 
≪ 仲村副会長 ≫ 
〔 閉会挨拶 〕 
 それでは、第１１回合併協議会を閉じるにあたりまして、ひとことご挨拶を申し上げます。秋

本番を迎えまして、何かとお忙しい中、委員各位には本日ご出席を賜りまして誠にありがとうご

ざいました。なお、先ほどは提案を致しました１議案につきご承認を頂きありがとうございまし

た。また各報告事項について報告をさせて頂いたところでございます。 
 南丹市発足まで、あと８６日ということになりました。今日まで合併準備局の職員はもちろん

のことでございますけれども、４町の職員全てが、誠心誠意この新市発足に向けて取組みを進め

て頂いておりまして、事務調整をはじめ概ね順調に推移を致しておるというふうに思っていると

ころでございます。合併の背景は様々ございましたが、合併はあくまでも住民のためのものでご

ざいまして、住民の皆さんに「合併してよりよい市が発足した。」というふうに実感をしてもらう

ために、また新市が掲げております「ふるさとに誇りと希望をもち、安心して暮らせる、“ぬくも

りのあるまち”」としての施策を力強く進めていくためにも、あと残されました課題につきまして、

委員各位のご尽力を賜るようお願いを申し上げておきたいというふうに思います。今、１１月２

１日に第１２回の合併協議会が開催をされるというふうに決定を致しました。そのときのご出席

を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、ご挨拶に代えさせて頂

きたいと思います。今日は大変ご苦労さんでございました。 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証明するため、ここに署名する。 
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